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まえがき 

この規格は，産業標準化法に基づき，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本

産業規格である。これによって，JIS C 1516:2014 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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騒音計－ 

取引又は証明用 

Sound level meters- 

Measuring instruments used in transaction or certification 

 
序文 

この規格は，2013 年に第 2 版として発行された IEC 61672-1，IEC 61672-2 及び 2017 年に発行された

IEC 61672-2/Amendment 1 を基に，我が国の製造及び使用の実態に合わせるため，技術的内容を変更して

作成した日本産業規格である。 

なお，この規格の附属書 JA～附属書 JC は，対応国際規格にはない事項である。また，側線又は点線の

下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。技術的差異の一覧表にその説明を付

けて，附属書 JD に示す。 

この規格は，JIS C 1509-1 及び JIS C 1509-2 を参照している。また，この規格は，計量法の特定計量器

として要求される要件のうち，構造及び性能に関わる技術上の基準，検定の方法などを規定しているが，

この規格への適合だけをもって計量法で定める検定に合格したということにはならない。さらに，この規

格に適合するものであることを示す産業標準化法第 30 条の表示を付すことは認められない。 

1 適用範囲 

この規格は，日本国内で取引又は証明に使用する，自由音場での一つの基準方向からの音の入射に対し

て，規定する周波数特性を備えた，次の 3 種類の騒音計の電気音響性能について規定する。 

－ 時間重み付きサウンドレベルを測定する騒音計 

－ 時間平均サウンドレベルを測定する積分平均騒音計 

－ 音響暴露レベルを測定する積分騒音計 

この規格は，上記のほか，時間重み付きサウンドレベルの最大値の測定性能についても規定する。 

注記 1 この規格では，周波数重み付けした音圧レベルに対して，用語“サウンドレベル”を用い，周

波数重み付け特性を特定する場合には，その特性を前に付して用いている。 

注記 2 この規格では，上記の 3 種類の騒音計を区別する必要がある場合にだけ，“時間重み付きサウン

ドレベルを測定する”，“積分平均”又は“積分”の語を付加して呼んでいる。区別する必要が

ないときには，単に“騒音計”と呼んでいる。 

計量法に定める“騒音レベル”は，この規格に規定する“A 特性時間重み付きサウンドレベル”に該当

する。 


